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H27-06 殺人罪の成否 
次の１から５までの各事例における甲のＶに対する罪責について，判例の立場に従って検討した 

場合，甲に殺人罪が成立しないものはどれか。 

  

１．甲は，Ｖには自殺がどのようなものかを理解する能力がなく，しかもＶが甲の命ずることに 

は何でも服従するのを利用してＶを死亡させようと考え，Ｖに対して，首を吊る方法を教えた 

上，これを実行するよう命じた。Ｖは，甲から命じられたとおりに，教えられた方法で自ら首 

を吊って窒息死した。 

２．甲は，真冬の深夜，河川堤防でＶに激しい暴行を加えたところ，Ｖは走って逃げ出した。甲 

は，逃げるＶを堤防際まで追い詰めれば，逃げ場を失ったＶが堤防から下の川に飛び込んで溺 

死するかもしれないがそれでも構わないと考え，Ｖを堤防際まで追い詰めた。逃げ場を失った 

Ｖは，甲からの暴行を免れるため，堤防から約３メートル下の川に飛び込んで溺死した。 

３．甲は，Ｖから，包丁で腹部を突き刺して殺してほしいと依頼され，これを真意から出た依頼 

であると信じて包丁でＶの腹部を突き刺したが，その依頼はＶの冗談であって，Ｖの真意から 

出たものではなかった。Ｖは，甲から腹部を包丁で刺されたことにより失血死した。 

４．甲は，妻と話し合って一家心中することとし，妻と５歳になる息子Ｖからそれぞれ一家心中 

することの承諾を得た上，妻とＶを殺すため，同人らの腹部を包丁で刺した。妻とＶは，甲か 

ら腹部を包丁で刺されたことにより失血死した。 

５．甲は，Ｖから心中を持ち掛けられたことを利用して，Ｖを死亡させようと考え，自らは死ぬ 

気がないのに，Ｖとの心中を了承した。Ｖは，甲の真意を知っていれば死ぬことはなかったが， 

甲も一緒に死んでくれるものと誤信したまま，甲の目の前で，甲が用意した致死量の毒を飲ん 

で中毒死した。 

KH1560 A 

口頭弁論の当事者の欠席の効果のまとめ（擬制＝みなす） 



https://youtu.be/4FXYpd8UAFw


 
 
 

R01-04K 傷害の罪 
傷害の罪に関する次の１から５までの各記述を判例の立場に従って検討した場合，正しいものは 

どれか。 

  

１．傷害罪は，他人の身体の生理的機能を毀損する犯罪であるから，精神疾患の一種である心的 

外傷後ストレス障害（いわゆるＰＴＳＤ）を負わせるなど精神的機能の障害を惹起した場合， 

傷害罪が成立することはない。 

２．傷害罪は，暴行罪の結果的加重犯であるから，被害者に暴行を加えずに身体の生理的機能を 

毀損した場合，傷害罪が成立することはない。 

３．被害者に睡眠薬を摂取させたことによって一定時間にわたり筋弛緩作用等を伴う急性薬物中 

毒の症状を生じさせた場合，傷害罪が成立することはない。 

４．傷害の実行行為者をその現場において精神的に鼓舞する行為が傷害罪の幇助に当たる場合， 

現場助勢罪が成立することはない。 

５．同時傷害の特例は，刑法の基本原理に対する重大な例外規定であり，厳格に適用されなけれ 

ばならないため，その要件を満たす傷害から被害者に死亡結果が生じた場合，同特例の適用に 

より傷害致死罪が成立することはない。 

KH1590 A 

口頭弁論の当事者の欠席の効果のまとめ（擬制＝みなす） 



https://youtu.be/uBpPcNdrUYw


 
 
 

H30-01Y 凶器準備集合罪 
次の１から５までの各事例における甲の罪責について判例の立場に従って検討した場合，甲に凶 

器準備集合罪が成立しないものはどれか。 

  

１．甲は，乙，丙及び丁が，対立するグループの者らによる襲撃に備えて同人らの身体に対し共 

同して害を加える目的で凶器を準備して公園に集合していることを知った。その上で，甲は， 

自らも乙らと共同して害を加える目的で凶器を所持して同公園に赴き，乙，丙及び丁に合流し 

たが，客観的には同グループの者らによる襲撃が切迫しているという状況はなかった。 

２．甲は，乙，丙及び丁と共に，Ｖの身体に対し共同して害を加える目的でそれぞれ凶器を準備 

し公園に集合することとしたが，乙，丙及び丁が凶器を準備して先に同公園に到着しＶを待ち 

伏せていたところ，同公園にＶが現れたことから，乙らにおいてＶの身体に対する加害行為を 

開始した。その後間もなく，甲は，凶器を所持して同公園に到着し，乙らがＶに対する加害行 

為に及んでいる間も，自らも乙らと共にＶの身体に対し共同して害を加える目的で凶器を所持 

してその場に居続けた。 

３．甲は，乙，丙及び丁と共に，Ｖが居住する家屋を共同して損壊する目的でそれぞれハンマー 

や斧を準備し，同家屋近くの公園に集合した。 

４．甲は，乙，丙及び丁と共に公園で雑談をしていたところ，同公園の隅に長さ約１メートルの 

棒状の角材が多数保管されているのを発見した。甲ら４名は，その角材を手に取った後，これ 

を凶器としてＶの身体に対し共同して害を加える目的を有するに至った。 

５．甲は，乙，丙及び丁が，対立するグループの者らによる車両での襲撃を察知して，相手車両 

に衝突させるという意図の下に，エンジンを切った状態で無人のダンプカー１台を乙方付近の 

路上に駐車させていることを知った。その上で，甲は，自らも乙らと共に同グループの者らの 

身体に対し共同して害を加える目的で乙方に赴き，乙，丙及び丁に合流した。 

KH1600 B 

口頭弁論の当事者の欠席の効果のまとめ（擬制＝みなす） 



https://youtu.be/br76ToQQuvs


 
 
 
 

R02-04 遺棄の罪 
遺棄の罪に関する次の１から５までの各記述を判例の立場に従って検討した場合，正しいものを 

２個選びなさい。 

  

１．遺棄罪（刑法第２１７条）の成立には，生命に対する危険の発生が必要である。 

２．妊婦の依頼を受け，母体保護法上，許されない堕胎を行った産婦人科医師が，それにより出 

生した未熟児について，医療設備の整った病院に搬送することが容易であり，同病院の医療を 

受けさせれば，同児が短期間内に死亡することはなく，むしろ生育する可能性がある場合にお 

いて，そのことを認識しながら，生存に必要な保護を行わず同児を死亡させたときは，同医師 

に，保護責任者遺棄等致死罪（刑法第２１９条，第２１８条）が成立し得る。 

３．保護責任者遺棄等罪（刑法第２１８条）にいう「老年者，幼年者，身体障害者又は病者」は， 

例示列挙であり，同罪の客体はそれらの者に限られず，扶助を必要とする者であれば足りる。 

４．保護責任者遺棄等致傷罪（刑法第２１９条，第２１８条）には，傷害結果に故意がある場合 

は含まれない。 

５．保護責任者遺棄等罪（刑法第２１８条）における遺棄には，置き去りは含まれない。 

KH1631 B 



https://youtu.be/eG7a7z7WGx0


 
 
 

R02-06Y 住居侵入等の罪 
住居侵入等の罪に関する次の１から５までの各記述を判例の立場に従って検討した場合，正しい 

ものはどれか。 

    

１．「住居」というには，居住者が，法律上正当な権限に基づいて居住する必要があり，単に日 

常生活に使用しているだけでは足りない。 

２．「人の看守する」というには，施錠等の物的設備がなくても，人が事実上管理支配していれ 

ば足りる。 

３．「建造物」というには，土地に定着し，屋根があって，壁又は柱により支持され，その内部 

に人の出入りができる構造であるだけでは足りない。 

４．「建造物」に含まれる囲繞地というには，当該建物に接してその周辺に存在し，かつ，管理 

者が外部との境界に囲障を設置することにより，建物の付属地として，建物利用のために供 

されるものであることが明示されているだけでは足りない。 

５．「侵入し」というには，建造物等の平穏を害する必要があり，その管理権者の意思に反して 

立ち入ることだけでは足りない。 

KH1741 A 

口頭弁論の当事者の欠席の効果のまとめ（擬制＝みなす） 



https://youtu.be/d7-BagehIvw


 
 
 

R03-02 住居侵入等の罪 
住居侵入等の罪に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し，正しい場合に 

は１を，誤っている場合には２を選びなさい。 

  

ア．甲は，警察署の敷地内に駐車中の捜査用車両のナンバーを把握しようと考え，外部から同敷 

地内への交通を制限するために設置され，内部をのぞき見ることができない構造になっている 

高さ２．５メートル，幅０．２メートルの同警察署の塀をよじ登り，その上に立った。この場 

合，甲には，建造物侵入未遂罪が成立するにとどまる。 

イ．甲は，窃盗の目的で，乙が所有し，その扉や窓に施錠して管理していた空き家に立ち入った。 

この場合，甲には，邸宅侵入罪が成立する。 

ウ．甲は，強盗の目的で，面識のない乙方に行き，その意図を隠しながら，玄関前で，「こんば 

んは。」と挨拶したところ，これを知人による来訪と勘違いした乙が，「どうぞ入ってくださ 

い。」と答えたので，乙方内に立ち入った。この場合，甲には，住居侵入罪は成立しない。 

エ．甲は，乙会社が所有するビルに窃盗に入る目的で，同ビルに接しており，同社が設置した門 

扉及び金網フェンスによって，同ビルの利用のために供されるものであることが明示され，部 

外者の出入りが制限されている敷地部分に立ち入ったが，同ビルに立ち入る前に警備員に取り 

押さえられた。この場合，甲には，建造物侵入未遂罪が成立するにとどまる。 

オ．甲は，住居権者乙の意思に反し，乙方家屋に立ち入ったが，その後，乙から退去を求められ 

たにもかかわらず数時間にわたって同家屋に居座った。この場合，甲には，住居侵入罪だけで 

なく，不退去罪も成立し，両罪は併合罪となる。 

KH1742 A 

口頭弁論の当事者の欠席の効果のまとめ（擬制＝みなす） 



https://youtu.be/GEo55bz0e5I


 
 
 

H30-18K 信用及び業務に対する罪 
信用及び業務に対する罪に関する次の１から５までの各記述を判例の立場に従って検討した場合， 

正しいものはどれか。 

  

１．信用毀損罪における「流布」とは，虚偽の風説を不特定又は多数の人が認識可能な状態に置 

くことをいい，行為者自らが直接に不特定又は多数の人に告知する場合のみならず，特定かつ 

少数の者を通じて順次不特定又は多数の人に伝播させる場合も含まれる。 

２．電子計算機損壊等業務妨害罪は，電子計算機に向けられた加害行為を手段とする業務妨害行 

為を処罰対象とするものであるところ，同罪の加害行為は，「人の業務に使用する電子計算機 

若しくはその用に供する電磁的記録を損壊」することと「人の業務に使用する電子計算機に虚 

偽の情報若しくは不正な指令を与え」ることに限られる。 

３．威力業務妨害罪における「威力を用いて」とは，人の意思を制圧するような勢力を行使する 

ことをいい，このような勢力が業務に従事している人に対して直接行使されることを要する。 

４．信用毀損罪は，公訴が提起されることにより公判において事件の内容が明らかになり，かえ 

って被害者の信用が損なわれる事態を招くおそれがあるため，被害者による告訴がなければ公 

訴を提起することができない。 

５．強制力を行使しない公務は，業務妨害罪における「業務」には該当するが，公務執行妨害罪 

における「職務」には該当しない。 

KH1790 A 

口頭弁論の当事者の欠席の効果のまとめ（擬制＝みなす） 



https://youtu.be/cDW9we1mPk4


 
 
 

R02-16K 名誉毀損罪及び侮辱罪 
名誉毀損罪及び侮辱罪に関する次の１から５までの各記述を判例の立場に従って検討した場合， 

正しいものはどれか。 

  

１．名誉毀損罪及び侮辱罪の保護法益は，いずれも人の外部的名誉であり，法人については，侮 

辱罪の客体になり得ない。 

２．死者であっても，その外部的名誉を保護すべきことに変わりはないので，死者の名誉を毀損 

する事実が摘示された場合も，その事実の真偽にかかわらず，名誉毀損罪が成立し得る。 

３．特定かつ少数の者に特定人の名誉を毀損する事実を摘示した場合，その内容が拡散する可能 

性があったとしても，「公然と」事実を摘示したことにはならない。 

４．風評の形式を用いて人の社会的評価を低下させる事実が摘示された場合，刑法第２３０条の 

２にいう「真実であることの証明」の対象となるのは，風評が存在することではなく，そのよ 

うな風評の内容たる事実が存在することである。 

５．表現方法が嘲笑的であるとか，適切な調査がないまま他人の文章を転写しているなどといっ 

た，事実を摘示する際の表現方法や事実調査の程度は，摘示された事実が刑法第２３０条の２ 

にいう「公共の利害に関する事実」に当たるか否かを判断する際に考慮すべき要素の一つであ 

る。 

KH1831 A 

口頭弁論の当事者の欠席の効果のまとめ（擬制＝みなす） 



 
 
 

H29-18K 名誉棄損罪 
名誉毀損罪に関する次の１から５までの各記述を判例の立場に従って検討した場合，正しいもの 

はどれか。 

  

１．摘示される「事実」は，非公知のものでなければならないから，公知の事実を摘示した場合 

には，名誉毀損罪は成立しない。 

２．事実の摘示が「公然」といえるためには，摘示内容を不特定かつ多数人が認識し得る状態に 

あったことが必要であるから，不特定ではあるが，少数人しか認識し得ない状態にとどまる場 

合には，名誉毀損罪は成立しない。 

３．名誉の主体である「人」は，自然人に限られるから，法人の名誉を毀損した場合には，名誉 

毀損罪は成立しない。 

４．死者の名誉を毀損したとしても，虚偽の事実を摘示した場合でなければ処罰されないから， 

摘示した事実が真実である場合には，名誉毀損罪として処罰されない。 

５．人の名誉を侵害するに足りる事実を公然と摘示したとしても，現実に人の名誉が侵害されて 

いない場合には，名誉毀損罪は成立しない。 

KH1870 A 

口頭弁論の当事者の欠席の効果のまとめ（擬制＝みなす） 



https://youtu.be/q-YU5Mj6cD4


 
 
 

H26-02K 窃盗罪の成否 
窃盗罪に関する次の１から５までの各記述を判例の立場に従って検討し，正しいものを２個選び 

なさい。 

  

１．宿泊客が，旅館の貸与した浴衣を自分のものにしようと考え，これを着用したまま，玄関に 

いた支配人に「ちょっと向かいのポストまで手紙を出してくる。」と告げ，支配人に「いって 

らっしゃいませ。」と言われて旅館を立ち去った行為には，窃盗罪は成立しない。 

２．送金銀行の手違いで，自己名義の預金口座に誤って入金されたことを知った者が，これを自 

分のものにしようと考え，同口座のキャッシュカードを用いて現金自動預払機から全額を引き 

出した行為には，窃盗罪は成立しない。 

３．民家で火災が発生し，消火活動に参加した者が，一人暮らしだった住人の焼死体に付いてい 

た金のネックレスを発見して自分のものにしようと考え，これを取り外して持ち去った行為に 

は，窃盗罪は成立しない。 

４．施錠された友人所有のキャリーバッグを同人から預かり保管していた者が，在中する衣類を 

自分のものにしようと考え，友人に無断でキャリーバッグの施錠を解き，同衣類を取り出した 

行為には，窃盗罪は成立しない。 

５．パチスロ機を誤作動させてメダルを窃取することを共謀した者が，実行者の犯行を隠ぺいす 

るため，実行者の隣で通常の遊戯方法によりメダルを取得した場合，そのメダルを被害品とす 

る窃盗罪は成立しない。 

KH1920 A 

口頭弁論の当事者の欠席の効果のまとめ（擬制＝みなす） 



https://youtu.be/9lpUGbsKX3U


 
 
 

H30-08K 窃盗罪 
次のアからオまでの各記述における甲の罪責について判例の立場に従って検討した場合，正しい 

ものの組合せは，後記１から５までのうちどれか。  

ア．甲が，自然湖の一部に設けられた乙のいけすから逃げ出した乙所有の錦鯉３０匹を，同湖内 

の同いけすから離れた場所で発見し，乙が所有する錦鯉であると認識しながら，これらを自己 

のものにしようと考えて捕獲した場合，窃盗罪が成立する。 

イ．甲は，パチスロ機に針金を差し込んで誤作動させてメダルを窃取することを乙と共謀し，乙 

による窃盗の犯行を周囲から見えにくくするため，乙の隣のパチスロ機で通常の遊戯を行い， 

それによりメダルを取得した。この場合，甲自身が遊戯したパチスロ機で取得したメダルにつ 

いても窃盗罪が成立する。 

ウ．甲が，乙から封かんされた現金２０万円入りの封筒を渡されてそれを丙に届けるように依頼 

されたが，丙方に向かう途中で封筒内の現金が欲しくなり，封を開いて封筒に入っていた現金 

のうち５万円を取り出してこれを自己のものとし，残りの現金が入った封筒を丙に交付した場 

合，取り出した５万円について窃盗罪が成立する。 

エ．甲は，乙から，乙が海中に落とした腕時計の引き揚げを依頼され，その腕時計が落ちた場所 

の大体の位置を指示された。甲が，乙から指示された海中付近を探索した結果，同腕時計を発 

見したが，それを乙に知らせることなく，同腕時計を引き揚げて自己のものとした場合，窃盗 

罪が成立する。 

オ．甲が，満員電車に乗っていた際，隣の席に座っていた見ず知らずの乙が財布を座席に置き忘 

れたままＸ駅で下車したのを目撃し，乙の財布とその中身を自己のものにしようと考え，次の 

Ｙ駅に到着した時点で乙の財布を取得した上，同駅で下車し自宅に持ち帰った場合，窃盗罪が 

成立する。 

１．ア イ  ２．ア オ  ３．イ エ  ４．ウ エ  ５．ウ オ 

KH1930 A 

口頭弁論の当事者の欠席の効果のまとめ（擬制＝みなす） 



https://youtu.be/-6pkXref7FE


 
 
 

R03-10K 不法領得の意思 KH1951 A 
窃盗罪における不法領得の意思についての次の各【見解】に従って後記の各【事例】における甲 

の罪責を検討した場合，後記１から５までの各【記述】のうち，正しいものはどれか。なお，後記 

の各【事例】における甲の行為は，いずれも窃盗罪の客観的要件を全て満たすものとする。 

【見 解】 

Ａ．不法領得の意思として，権利者を排除して所有者として振る舞う意思及び何らかの用途に従って 

利用・処分する意思が必要である。 

Ｂ．不法領得の意思として，権利者を排除して所有者として振る舞う意思は必要であるが，何らかの 

用途に従って利用・処分する意思は不要である。 

Ｃ．不法領得の意思として，何らかの用途に従って利用・処分する意思は必要であるが，権利者を排 

除して所有者として振る舞う意思は不要である。 

Ｄ．不法領得の意思は不要である。 

【事 例】 

Ⅰ．甲は，勤務先の会社の上司乙を困らせる目的で，乙が机の引き出し内に保管していた同社の 

銀行届出印をひそかに持ち出し，自宅の天井裏に隠匿した。 

Ⅱ．甲は，乙が不在であることを知り，一時的に借用して直ちに戻す意思で，乙方の玄関先に無 

施錠で駐輪されていた乙の自転車を無断で乗り出し，１００メートル先の店まで移動して用事 

を済ませ，その乗り出しから５分後，同自転車を同玄関先に戻した。 

Ⅲ．甲は，Ｘ市議会議員選挙に際し，候補者乙の得票数を水増しする目的で，同市選挙管理委員 

会が保管していた投票用紙５０枚を投票所から持ち出し，乙の支持者らに交付して乙に対する 

投票を依頼した。 

【記 述】 

１．Ａ及びＢいずれの見解によっても，事例Ⅰでは窃盗罪が成立する。 

２．Ａ及びＤいずれの見解によっても，事例Ⅱでは窃盗罪が成立する。 

３．Ｂ及びＣいずれの見解によっても，事例Ⅱでは窃盗罪が成立する。 

４．Ｂ及びＤいずれの見解によっても，事例Ⅲでは窃盗罪が成立する。 

５．Ｃ及びＤいずれの見解によっても，事例Ⅰでは窃盗罪が成立する。 



https://youtu.be/pwby_aAx0i4


 
 
 

H24-19 強盗予備 
次の１から５までの各記述のうち，事後強盗の予備行為に強盗予備罪の成立を認める見解の根拠 

となり得るものを２個選びなさい。 

  

１．窃盗の実行に着手した後，財物窃取前に被害者に発見されたため，同人に暴行・脅迫を加え 

て財物を強取するいわゆる居直り強盗の場合と，事後強盗の場合を，予備段階で区別するのは 

実際上困難であり，両者の処罰に差異を設けることは妥当でない。 

２．条文の配置上，事後強盗罪の処罰規定が強盗予備罪の処罰規定の後に規定されていることを 

考慮すべきである。 

３．実質的に窃盗の予備を処罰することになる。 

４．事後強盗罪に関する刑法第２３８条は，「強盗として論ずる。」と規定している。 

５．事後強盗罪は，窃盗犯人であることを身分とする身分犯であり，身分犯の予備行為は，身分 

者でなければ行うことができない。 

KH2010 A 

口頭弁論の当事者の欠席の効果のまとめ（擬制＝みなす） 



https://youtu.be/w0d4hZT9JZk


 
 
 

R03-18Ｋ 強盗の罪 
強盗の罪に関する次の１から５までの各記述を判例の立場に従って検討した場合，正しいものは 

どれか。 

１．甲は，銭湯の脱衣場で窃盗をしようと考え，客の財布を手に取って在中する金額を確認中， 

その様子を目撃した乙から声を掛けられたため，逮捕を免れる目的で，乙に反抗を抑圧するに 

足りる程度の暴行を加えて加療約１か月間を要する傷害を負わせた。この場合，甲には，事後 

強盗罪及び強盗致傷罪が成立し，両罪は観念的競合となる。 

２．甲は，電車内で寝ていた乙の財布を盗んで電車を降りたが，乙が目を覚まして追い掛けてき 

たため，逮捕を免れる目的で，乙に暴行を加えたところ，乙が転倒して重傷を負い，反抗が抑 

圧された状態に至った。この場合，甲の暴行の程度を問わず，甲には，強盗致傷罪が成立する。 

３．甲は，留守宅に侵入して窃盗をしようと考え，金品を物色中に家人が帰ってきたら同人に反 

抗を抑圧するに足りる程度の脅迫を加えて逃げる意図でサバイバルナイフを携帯し，住宅街を 

徘徊して侵入に適した留守宅を探したが，これを発見できず，侵入を断念した。この場合，甲 

には，強盗予備罪が成立する。 

４．甲は，窃盗の目的で乙宅に侵入し，金品を物色中，乙に発見されたため，この機会に乙に暴 

行を加えて金品を奪おうと考え，乙に反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を加え，金品を奪っ 

た。この場合，甲には，事後強盗罪が成立する。 

５．甲は，乙宅に侵入して財布を盗んだ後，誰にも発見されずに１キロメートル離れた公園へ移 

動して財布内の現金を確認した。しかし，甲は，その金額に満足せず再度乙宅で窃盗をしよう 

と考え，乙宅を出た３０分後に乙宅に戻り，その玄関扉を開けようとしたところ，帰宅してい 

た乙に発見されたため，逮捕を免れる目的で，乙に反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を加え 

た。この場合，甲には，事後強盗罪が成立する。 

KH2051 A 

口頭弁論の当事者の欠席の効果のまとめ（擬制＝みなす） 



https://youtu.be/GN-wIiw-SUY


 
 
 

H30-12 詐欺罪 
詐欺罪に関する次の１から５までの各記述のうち，判例の立場に従って検討した場合，誤ってい 

るものはどれか。 

  

１．航空会社の空港係員に対し，内心では，外国への不法入国を企てている知人を搭乗させるつ 

もりであるのに，自らが搭乗するとうそを言って，あらかじめ航空券を購入していた航空便に 

ついて搭乗券の交付を求め，同係員から搭乗券の交付を受けた場合，当該搭乗券についての詐 

欺罪が成立する。 

２．自動車販売会社の販売員に対し，その代金を支払う意思も能力もないのに，これらがあるよ 

うに装って自動車の購入を申し込み，分割払いの約定で同販売員から自動車の引渡しを受けた 

場合，代金完済まで同自動車の所有権が同会社に留保されていても，詐欺罪が成立する。 

３．他人名義の国民健康保険被保険者証を利用して消費者金融から借入れをしようと考え，その 

他人に成り済まして，市役所職員を欺いて国民健康保険被保険者証の交付を受けた場合，詐欺 

罪が成立する。 

４．自己名義の銀行預金口座に多額の誤った振込みがなされていることを知った上で，同銀行の 

窓口係員に対し，誤った振込みがあった旨を告知することなく同口座の残金全額の払戻しを請 

求し，同係員から即時にその払戻しを受けた場合，詐欺罪が成立する。 

５．他人所有の土地を当該他人から買い受けた事実がないのに，当該他人から盗んだ印鑑を押し 

て登記申請に必要な書類を偽造した上，これを登記官に提出し，当該他人に無断で，自己への 

所有権移転登記を完了させた場合，当該土地についての詐欺罪が成立する。 

KH2090 A 

口頭弁論の当事者の欠席の効果のまとめ（擬制＝みなす） 



 
 
 
 

H30-12 詐欺罪 
詐欺罪に関する次の１から５までの各記述のうち，判例の立場に従って検討した場合，誤ってい 

るものはどれか。 

  

１．航空会社の空港係員に対し，内心では，外国への不法入国を企てている知人を搭乗させるつ 

もりであるのに，自らが搭乗するとうそを言って，あらかじめ航空券を購入していた航空便に 

ついて搭乗券の交付を求め，同係員から搭乗券の交付を受けた場合，当該搭乗券についての詐 

欺罪が成立する。 

２．自動車販売会社の販売員に対し，その代金を支払う意思も能力もないのに，これらがあるよ 

うに装って自動車の購入を申し込み，分割払いの約定で同販売員から自動車の引渡しを受けた 

場合，代金完済まで同自動車の所有権が同会社に留保されていても，詐欺罪が成立する。 

３．他人名義の国民健康保険被保険者証を利用して消費者金融から借入れをしようと考え，その 

他人に成り済まして，市役所職員を欺いて国民健康保険被保険者証の交付を受けた場合，詐欺 

罪が成立する。 

４．自己名義の銀行預金口座に多額の誤った振込みがなされていることを知った上で，同銀行の 

窓口係員に対し，誤った振込みがあった旨を告知することなく同口座の残金全額の払戻しを請 

求し，同係員から即時にその払戻しを受けた場合，詐欺罪が成立する。 

５．他人所有の土地を当該他人から買い受けた事実がないのに，当該他人から盗んだ印鑑を押し 

て登記申請に必要な書類を偽造した上，これを登記官に提出し，当該他人に無断で，自己への 

所有権移転登記を完了させた場合，当該土地についての詐欺罪が成立する。 

KH2090 A 

https://youtu.be/mV3c7p8rMQk


 
 
 

R01-16 詐欺罪と他罪の成否 
次のアからオまでの各【記述】を判例の立場に従って検討した場合，後記の各【結論】との組合 

せとして正しいものは，後記１から５までのうちどれか。なお，【結論】の詐欺罪には詐欺未遂罪 

も含むものとする。 

【記 述】 

ア．他人のためにその事務を処理する者が，任務に背いて，その他人を欺く行為をし，同人を錯 

誤に陥らせて財物を交付させた。 

イ．他人を恐喝するに際して，脅迫文言の中に虚偽の部分があり，それも同人に畏怖の念を生じ 

させる一材料となって，その畏怖の結果として，同人に財物を交付させた。 

ウ．新聞販売店から集金業務を委託されている集金員が，集金した購読料を同店に持ち帰らずに 

自己の用途に費消するつもりであるのに，これを秘して，正規の手続や方式に従って購読者か 

ら購読料を集金し，自己の遊興費に費消した。 

エ．保険金を詐取する目的で，火災保険の付された自己所有の家屋に放火した。 

オ．他人に売買代金として偽造通貨を行使し，同人を錯誤に陥らせて財物を交付させた。 

【結 論】 

Ⅰ．詐欺罪のみが成立し得る。 

Ⅱ．詐欺罪と他の罪の双方が成立し得る。 

Ⅲ．詐欺罪は成立しない。 

  

１．アⅠ－イⅡ  ２．アⅡ－ウⅢ  ３．イⅢ－エⅢ  ４．ウⅡ－オⅡ  ５．エⅡ－オⅢ 

KH2100 A 

口頭弁論の当事者の欠席の効果のまとめ（擬制＝みなす） 



https://youtu.be/Uig6rAKD2Bo


 
 
 

H26-20K 詐欺横領盗品等罪 KH2110 A 
次の【事例】に関する後記アからオまでの各【記述】を判例の立場に従って検討し，正しい場合に 

は１を，誤っている場合には２を選びなさい。 

【事 例】 

甲は，知人のＡをだまして，Ａ所有の土地・建物（以下「本件不動産」という。）を時価よりも割 

安な価格で入手した上，他人に転売してもうけを得ようと考えた。そこで，甲は，Ａに対し，実際 

にはそのような事実はないのに，「本件不動産は，現在は公表されていないが，大規模な地盤沈下の 

おそれのある地域にある。」と伝えた上，「公表される前に，俺が買ってやる。」と言った。Ａは，

元 

々，本件不動産を子供に相続させるつもりであり，他人に売り渡すつもりはなかったが，甲の言葉 

を信じ，低額でも処分しようと思い，某月１日，甲との間で，通常の取引価額の半額程度である２ 

０００万円で本件不動産を売却する旨の売買契約を締結した。そして，甲は，同月３日，本件不動 

産の自己への所有権移転登記を行うとともに，本件不動産の売買代金として，現金２０００万円を 

Ａに支払い，同月５日，本件不動産の引渡しを受けた。 

その後，甲は，乙との間で本件不動産に関する売買の交渉を行ったが，その過程で，乙は，甲が 

Ａをだまして相当安い価格で本件不動産を入手したことを知った。しかし，乙は，甲から，売買代 

金として通常の取引価額よりも低額である３０００万円を提示されたことから，同月２０日，甲と 

の間で本件不動産の売買契約を締結し，同日，乙への所有権移転登記を行った。 

一方，甲は，知人の丙に前記売買代金として現金３０００万円を受け取らせ，Ｂ銀行の甲名義の 

預金口座に直ちに同代金を入金させることとし，同月１８日，その旨を丙に指示した。丙は，それ 

までの経緯を知らないまま，甲の指示に従い，同月２０日，乙から現金３０００万円を受領した。 

ところが，丙は，多額の借金を抱えており，Ｂ銀行に向かう途中，「この現金を元に一もうけして借 

金返済に充てよう。」と考え，競馬場に行き，乙から受領した現金の全額を馬券購入に充てた。する 

と，総額で１０００万円のもうけが出たので，丙は，同月２１日，現金３０００万円をＢ銀行の甲 

名義の預金口座に入金し，もうけに相当する現金１０００万円を自己の借金返済に充てて費消した。 

【記 述】 

ア．甲には，本件不動産の自己への所有権移転登記が完了した時点で，詐欺既遂罪が成立する。 

イ．甲が本件不動産の乙への所有権移転登記を行った行為には，横領罪が成立する。 

ウ．乙には，本件不動産の自己への所有権移転登記が完了した時点で，詐欺既遂罪の幇助犯が成立 

する。 

エ．乙が本件不動産を譲り受けた行為には，盗品等有償譲受け罪が成立する。 

オ．丙は甲に財産上の損害を与えていないので，丙に横領罪は成立しない。 



https://youtu.be/9c9Z3GQLiag


 
 
 

H29-16 不法原因給付と横領 KH2150 A 
次の【見解】に関する後記アからオまでの各【記述】のうち，正しいものの組合せは，後記１か 

ら５までのうちどれか。 

【見 解】 

横領罪の目的物は，犯人が占有する他人の物であり，物の給付者において民法上その返還を請 

求できるものであることを要しないので，不法な目的で金銭を委託した場合，委託者に返還請求 

権が認められなくても，受託者がこれを領得する行為には，横領罪が成立する。 

【記 述】 

ア．この【見解】に対しては，民法第７０８条にいう「給付」に「委託」は含まれないとする立 

場を前提としなければならず，妥当でないとの批判ができる。 

イ．この【見解】は，使途を定めて委託された金銭の所有権は受託者に移転しないとする立場と 

明らかに矛盾するものである。 

ウ．この【見解】に対しては，受託者が民法第７０８条に基づいて委託者からの返還請求を拒む 

行為にも横領罪が成立することになりかねず，妥当でないとの批判ができる。 

エ．この【見解】は，横領罪の保護法益が所有権であることを重視し，委託信任関係の破壊とい 

う点を全く考慮していない。 

オ．この【見解】に対しては，不法原因給付の目的物の所有権は，給付者において給付した物の 

返還を請求できないことの反射的効果として，受給者に帰属するに至ったと解すべきであると 

する立場を前提とすると，横領罪にいう「他人の物」を領得したわけではないのに受託者に横 

領罪の成立を認めることになり，妥当でないとの批判ができる。 

（参照条文）民法 

第７０８条 不法な原因のために給付をした者は，その給付したものの返還を請求することがで 

きない。ただし，不法な原因が受益者についてのみ存したときは，この限りでない。 

１．ア エ  ２．ア オ  ３．イ ウ ４．イ エ  ５．ウ オ 



https://youtu.be/mTEd9jkwxn8


 
 
 

R02-02K 横領の罪 
横領の罪に関する次の１から５までの各記述を判例の立場に従って検討した場合，誤っているも 

のを２個選びなさい。 

１．甲は，乙からの委託に基づき，同人所有の衣類が入った，施錠されていたスーツケース１個 

を預かり保管していたところ，衣類を古着屋に売却して自己の遊興費を得ようと考え，勝手に 

開錠し，中から衣類を取り出した。この場合，遅くとも衣類を取り出した時点で不法領得の意 

思の発現と認められる外部的行為があったといえるから，甲には，横領罪が成立する。 

２．甲は，乙と共に一定の目的で積み立てていた現金を１個の金庫の中に入れて共同保管してい 

たところ，乙に無断でその現金全てを抜き取り，自己の遊興費に費消した。この場合，甲には， 

横領罪が成立する。 

３．株式会社の取締役経理部長甲は，同会社の株式の買い占めに対抗するための工作資金として 

自ら業務上保管していた会社の現金を第三者に交付した。この場合，甲が，会社の不利益を回 

避する意図を有していたとしても，当該現金の交付が会社にとって重大な経済的負担を伴うも 

ので，甲が自己の弱みを隠す意図をも有していたなど，専ら会社のためにしたとは認められな 

いときは，甲には，業務上横領罪が成立する。 

４．甲は，乙から某日までに製茶を買い付けてほしい旨の依頼を受け，その買付資金として現金 

を預かっていたところ，その現金を確実に補填するあてがなかったにもかかわらず，後日補填 

するつもりで自己の遊興費に費消した。この場合，甲がたまたま補填することができ，約定ど 

おりに製茶の買い付けを行ったとしても，甲には，横領罪が成立する。 

５．甲は，自己が所有し，その旨登記されている土地を乙に売却し，その代金を受領したにもか 

かわらず，乙への移転登記が完了する前に，同土地に自己を債務者とし丙を抵当権者とする抵 

当権を設定し，その登記が完了した。この場合，同抵当権が実行されることなく，後日，その 

登記が抹消されたとしても，甲には，横領罪が成立する。 

KH2191 A 

口頭弁論の当事者の欠席の効果のまとめ（擬制＝みなす） 



https://youtu.be/Ovoxsg1MG3g


 
 
 

R03-08Y 横領の罪 
横領の罪に関する次の１から５までの各記述を判例の立場に従って検討した場合，正しいものは 

どれか。 

１．所有権留保の約定付き割賦売買契約に基づき２４回の均等分割払いで，自動車販売会社から 

自動車を購入した者が，同車の引渡しを受け，３回分の支払を済ませた時点で，同車の売却代 

金を自己の生活費として費消するため，同社に無断で，第三者に同車を売却し，これを引き渡 

した場合，当該行為は，実質的には他人の所有権を侵害する行為ではないから，横領罪は成立 

しない。 

２．スーパーマーケットでレジ係のアルバイトをしていた者が，担当するレジ内の売上金を自己 

の遊興費として費消するため，店長に無断で，同レジ内から売上金を取り出し，自己のバッグ 

に入れて店外に持ち出した場合，当該行為は，他人の占有ではなく，その所有権を侵害する行 

為であるから，業務上横領罪が成立する。 

３．所有者から動産を賃借している者が，同動産の売却代金を自己の生活費として費消するため， 

所有者に無断で，第三者に同動産の売却を申し入れたが，同人から買受けの意思表示がない場 

合，他人の所有権を侵害する状態には至っていないから，横領罪は成立しない。 

４．所有者から委託を受けて不動産を占有する者が，所有者に無断で，金融機関を抵当権者とす 

る抵当権を同不動産に設定してその旨の登記を了した後において，同不動産の売却代金を自己 

の用途に費消するため，更に所有者に無断で，第三者に同不動産を売却してその旨の登記を了 

した場合，先行する抵当権設定行為について横領罪が成立する場合であっても，後行する所有 

権移転行為について，横領罪が成立する。 

５．窃盗犯人から盗品の売却を依頼された者が，その売却代金を自己の用途に費消するため着服 

した場合，当該行為は，他人の所有権を侵害する行為であるものの，窃盗犯人との間の委託信 

任関係は法律上保護に値しないから，横領罪は成立しない。 

KH2201 A 

口頭弁論の当事者の欠席の効果のまとめ（擬制＝みなす） 



https://youtu.be/diDrARv8E-g


 
 
 

H29-12 盗品等に関する罪 
次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し，正しい場合には１を，誤っている場合 

には２を選びなさい。 

  

ア．甲は，自転車Ａが，乙が自ら窃取した自転車Ｂからサドルを取り外し，乙所有の別の自転 

車本体に容易に着脱可能な状態で取り付けて完成させたものであると知りつつ，乙から自転 

車Ａを購入した。甲には盗品等有償譲受け罪が成立する。 

イ．甲は，盗品であると知りつつ，窃盗犯人乙から依頼を受けて保管していた宝石を乙に返却 

した後，改めて乙から依頼を受け，預かった同宝石を事情を知らない丙に売却した。甲には 

盗品等有償処分あっせん罪のみが成立する。 

ウ．甲は，刑法第４１条の刑事未成年である乙が窃取した物を，盗品であると知りつつ，乙か 

ら無償で譲り受けた。甲には盗品等無償譲受け罪は成立しない。 

エ．甲は，親族関係にない窃盗犯人乙から盗品の保管を依頼された。甲は，同盗品が，甲の実 

父丙の自宅から窃取された丙所有の物であると知りつつ，乙からの依頼を受け入れて，同盗 

品を保管した。甲は盗品等保管罪の刑が免除される。 

オ．甲は，妻乙が，親族関係にない窃盗犯人丙から盗品であると知りつつ購入した物を，乙か 

ら依頼を受け，盗品であると知りつつ，乙の指定した場所まで運んだ。甲は盗品等運搬罪の 

刑が免除される。 

KH2250 A 

口頭弁論の当事者の欠席の効果のまとめ（擬制＝みなす） 



https://youtu.be/l-1r0XPY638


 
 
 

R02-10Y 盗品等に関する罪 
盗品等に関する罪についての次のアからエまでの各記述を判例の立場に従って検討し, 正しい場 

合には１を，誤っている場合には２を選びなさい。 

  

ア．賄賂として収受された現金は，「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得され 

た物」に当たる。 

イ．窃取された物品を買い受けた者が，平穏に，かつ，公然とその占有を開始し，その際，善意 

無過失である場合，当該物品は，「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得され 

た物」に当たる余地はない。 

ウ．会社が保管する秘密資料を窃取した者が，自宅で，そのコピーを作成した場合，当該コピー 

は，「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」に当たらない。 

エ．親族間の犯罪に関する特例（刑法第２４４条）により刑が免除される犯人が窃取した物品は， 

「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」に当たらない。 

KH2251 B 

口頭弁論の当事者の欠席の効果のまとめ（擬制＝みなす） 



https://youtu.be/k9AjBhL9lmw


 
 
 

R01-02Y 文書毀棄罪 
文書等毀棄罪に関する次の１から５までの各記述を判例の立場に従って検討した場合，正しいも 

のはどれか。 

  

１．公用文書等毀棄罪における「公務所の用に供する文書」とは，公務所又は公務員が作成した 

もので，現に公務所において使用され，又は使用の目的をもって保管されている文書のことを 

いう。 

２．偽造された文書や未完成の文書は，公用文書等毀棄罪の客体とはなり得ない。 

３．保存期間が経過した後の文書は，公用文書等毀棄罪の客体とはなり得ない。 

４．私用文書等毀棄罪における「権利又は義務に関する他人の文書」とは，権利又は義務の存否 

・得喪・変更・消滅等を証明し得る他人所有の文書のことをいう。 

５．手形や小切手等の有価証券は，私用文書等毀棄罪の客体とはなり得ない。 

KH2290 B 

口頭弁論の当事者の欠席の効果のまとめ（擬制＝みなす） 



ROI-02Y 文書毀棄罪 KH2290 B 

文書等毀棄罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検言寸した場合，正しいも
0のはどれか。

x 
1.公用文書等毀棄罪における「公務所の用に供する文書」とは／公立五又は釜立旦ェ．作成した
もので／現に公務所において使用され，又は使用の目的をもって保管されている文書のことを
vヽう。

� 2. 1'彬された文書や走塞感竺ー文書は，公用文書等毀棄罪の客体とはなり得ない。
)<(3.保存期間が経過した後の文書は，公用文書等毀棄罪の客体とはfとと邑三い。

4.私用文書等毀棄罪における「権利又は義務に関する他人の文書」とは／権利又は義務の存否
゜ ・得喪・変更 ・ 消滅等を証明し得る他人所有の文書のことをいう。
X5．手形や小切手等の有価証券は，私用文書等毀棄罪の客体とはなり得ない。

応

https://youtu.be/HDprdoeRvc4


 
 
 

H28-16K 財産犯の成否 
次の１から５までの各記述を判例の立場に従って検討した場合，正しいものはどれか。 

  

１．甲は，警察官から職務質問をされそうになったのでその場から急いで立ち去ろうと考え，た 

またま路上に駐車されていた他人所有の自動車に乗り込み，適当な場所で乗り捨てるつもりで， 

同自動車を運転してその場から走り去った。この場合，甲には，不法領得の意思が認められ， 

窃盗罪が成立する。 

２．甲は，タクシーの売上金を奪おうと考えて，乗客を装ってタクシーに乗り込み，行き先を指 

定して人気のない場所に誘導した上，同所で，乗車料金を請求してきた運転手の首元に鋭利な 

ガラス片を突き付けて売上金を渡すよう要求したが，同運転手から抵抗されて売上金を手に入 

れることができず，そのままその場から立ち去った。この場合，甲には強盗未遂罪のみが成立 

する。 

３．甲は，視力回復の効果が全くない飲料について，その効果が絶大で入手困難なものと偽って, 

信じた客にこれを販売し，その代金として現金の交付を受けたが，その販売価格は適正，妥当 

なものであった。この場合，甲には詐欺罪は成立しない。 

４．甲は，乙がその同居の親族から盗んできたカメラを，盗品であると知りながら乙から購入し 

た。この場合，乙は，窃盗罪についての刑が免除されることから，甲には盗品等有償譲受け罪 

は成立しない。 

５．甲は，乙所有の土地について，価格が暴落すると偽って，これを信じた乙との間で，時価の 

半額で同土地を買い受ける旨の売買契約を締結した。この場合，その売買契約が成立したこと 

のみをもって，甲には詐欺既遂罪が成立する。 

KH2320 A 

口頭弁論の当事者の欠席の効果のまとめ（擬制＝みなす） 



https://youtu.be/SyCpzTSo7Og


 
 
 

R02-10 親族間の犯罪に関する特例 
親族間の犯罪に関する特例について次の１から５までの各記述を判例の立場に従って検討した場 

合，誤っているものはどれか。 

  

１．甲が，実母乙の使用するタンスから，乙がその友人丙から預かり同タンスに保管していた丙 

所有の宝石を窃取した場合，甲の窃取行為について刑は免除されない。 

２．甲が，実父乙の内縁の妻である丙が乙から預かり保管していた乙所有の時計を窃取した場合， 

甲の窃取行為について刑は免除されない。 

３．甲は，家庭裁判所から実父乙の成年後見人に選任されていたところ，後見の事務として業務 

上預かり保管中の乙の預金を引き出して自己の借金の返済に充てた場合，甲の横領行為につい 

て刑は免除されない。 

４．甲が，友人乙を教唆して，乙の実父丙が所有し，管理している自動車を窃取させた場合，甲 

の窃盗教唆行為について刑は免除されない。 

５．甲が，同居していない祖父乙を恐喝して同人から現金の交付を受けた場合，甲の恐喝行為に 

ついて刑は免除されない。 

KH2361 A 

口頭弁論の当事者の欠席の効果のまとめ（擬制＝みなす） 



https://youtu.be/jwNGSfbWhPo


 
 
 

H24-06K 詐欺罪・恐喝罪 
詐欺罪又は恐喝罪に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し，誤っている 

ものを全て選んだ場合の組合せは，後記１から７までのうちどれか。 

ア．甲は，交通事故を装い保険会社から保険金をだまし取ろうと企て，自己の運転する自動車を 

道路脇の電柱に衝突させて自ら怪我をした。この場合，甲には，自動車を電柱に衝突させた時 

点で，詐欺未遂罪が成立する。 

イ．甲は，警察官でないのに警察官を装い，窃盗犯人である乙に対し，「警察の者だが，取り調 

べる必要があるから差し出せ。」などと虚偽の事実を申し向けて盗品の提出を求め，これに応 

じなければ直ちに警察署に連行するかもしれないような態度を示したところ，乙は，逮捕され 

るかもしれないと畏怖した結果，甲に盗品を交付した。この場合，甲には，恐喝既遂罪が成立 

する。 

ウ．甲は，無銭宿泊を企て，宿泊代金を支払う意思も能力もないのに，これらがあるように装い， 

民宿を営む乙に対し，宿泊を申し込んだところ，乙は，他の民宿から甲が無銭宿泊の常習者で 

あることを聞いていたため，甲に宿泊代金支払の意思も能力もないことが分かったが，甲に憐 

憫の情を抱き，甲を宿泊させた。この場合，甲には，詐欺未遂罪が成立するにとどまる。 

エ．甲は，通行中の乙から現金を喝取することを企て，乙に対し，反抗を抑圧するに至らない程 

度の脅迫を加えたところ，乙は，甲の脅迫により畏怖し，甲が乙の上着の内ポケットに手を入 

れて財布を抜き取ることを黙認した。この場合，甲には，恐喝未遂罪が成立するにとどまる。 

オ．甲は，偽札を作る意思がないのに，乙に対し，一緒に偽札を作ることを持ちかけた上，偽札 

を作る機材の購入資金にすると嘘を言って資金の提供を求め，その旨誤信した乙から同資金と 

して現金の交付を受けた。この場合，甲には，詐欺未遂罪も，詐欺既遂罪も成立しない。 

  

１．アイウ  ２．アエオ  ３．アオ  ４．イウ  ５．イオ  ６．エ  ７．エオ 

KH2380 A 

口頭弁論の当事者の欠席の効果のまとめ（擬制＝みなす） 



https://youtu.be/cw0B9dby11I


 
 
 

H27-10K 強盗罪等 
次の【記述】中の①から⑨までの（ ）内から適切な語句を選んだ場合，正しいものの組合せは， 

後記１から５までのうちどれか。 

【記 述】 

強盗罪における強取とは，相手方の反抗を①（ａ．困難にする・ｂ．抑圧する）に足りる程度 

の暴行・脅迫を加え，相手方の②（ｃ．意思に反し・ｄ．瑕疵ある意思に基づき），相手方の占 

有に属する財物を自己又は第三者の占有に移転することをいう。強取と③（ｅ．窃盗罪における 

窃取・ｆ．恐喝罪における喝取）との区別は，実行行為としての暴行・脅迫の有無であり，強取 

と④（ｇ．窃盗罪における窃取・ｈ．恐喝罪における喝取）との区別は，相手方の反抗を①（ａ． 

困難にする・ｂ．抑圧する）に足りる程度の暴行・脅迫であるか否か，つまり，暴行・脅迫の程 

度である。それゆえ，恐喝罪は，⑤（ｉ．委託物横領罪・ｊ．詐欺罪）と同様，相手方の⑥（ｋ． 

意思に反し・ｌ．瑕疵ある意思に基づき），財物を交付させる犯罪である。そして，強盗罪や⑦ 

（ｍ．窃盗罪・ｎ．恐喝罪）のように，相手方の②（ｃ．意思に反し・ｄ．瑕疵ある意思に基づ 

き），相手方の占有に属する財物を自己又は第三者の占有に移転する犯罪を⑧（ｏ．奪取罪・ｐ． 

交付罪）と呼び，恐喝罪や⑤（ｉ．委託物横領罪・ｊ．詐欺罪）のように，相手方の⑥（ｋ．意 

思に反し・ｌ．瑕疵ある意思に基づき），相手方の占有に属する財物を自己又は第三者の占有に 

移転する犯罪を⑨（ｑ．奪取罪・ｒ．交付罪）と呼んで区別することができる。 

  

１．①ａ ②ｃ ③ｅ ④ｈ ⑤ｊ ⑥ｋ ⑦ｎ ⑧ｐ ⑨ｑ 

２．①ｂ ②ｃ ③ｅ ④ｈ ⑤ｊ ⑥ｌ ⑦ｍ ⑧ｐ ⑨ｑ 

３．①ａ ②ｄ ③ｆ ④ｇ ⑤ｉ ⑥ｌ ⑦ｎ ⑧ｐ ⑨ｑ 

４．①ｂ ②ｄ ③ｆ ④ｇ ⑤ｉ ⑥ｋ ⑦ｍ ⑧ｏ ⑨ｒ 

５．①ｂ ②ｃ ③ｅ ④ｈ ⑤ｊ ⑥ｌ ⑦ｍ ⑧ｏ ⑨ｒ 

KH2390 A 

口頭弁論の当事者の欠席の効果のまとめ（擬制＝みなす） 



https://youtu.be/0iYlgH4VYu4


 
 
 

H29-08 不法領得の意思 
不法領得の意思に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し，正しい場合 

には１を，誤っている場合には２を選びなさい。 

  

ア．甲は，町議会議員選挙に際し，特定の候補者を当選させるため，後日その候補者の氏名を記 

載して投票の中に混入することにより同候補者の得票数を増加させる目的で，投票所管理者乙 

の保管する同選挙の投票用紙を密かに持ち出した。この場合，甲に不法領得の意思は認められ 

ず，窃盗罪は成立しない。 

イ．Ａ市建設部長である甲は，不正工事の発覚を恐れ自宅に隠匿する目的で，自己が業務上保管 

している公文書である市立小学校の設計書を市役所外に持ち出した。この場合，甲に不法領得 

の意思は認められず，業務上横領罪は成立しない。 

ウ．甲は，自宅で分解して売却できそうな部品を中古部品屋に売却する目的で，知人乙所有の自 

動車を乙に無断で運転してその場から走り去った。この場合，甲に不法領得の意思は認められ 

ず，窃盗罪は成立しない。 

エ．新聞購読料の集金業務に従事する甲は，購読料として集金した現金を遊興のため全額費消し 

て横領した後，その発覚を免れる目的で，新たに購読料として集金した現金を穴埋めに充てた。 

この場合，穴埋めに充てた現金について，甲に不法領得の意思は認められず，業務上横領罪は 

成立しない。 

オ．甲は，乙宛てに送達されてきた支払督促状を乙に成り済まして受領して廃棄することにより， 

送達が適式になされたものとして支払督促の効力を生じさせ，乙所有の財産を不正に差し押さ 

えようと考え，郵便配達員丙を欺いて同督促状の交付を受けて廃棄した。この場合，甲に不法 

領得の意思は認められず，詐欺罪は成立しない。 

KH2410 A 

口頭弁論の当事者の欠席の効果のまとめ（擬制＝みなす） 



https://youtu.be/1MeP-UNigf8


 
 
 

R01-02 強盗殺人未遂罪 
次の【事例】に関する後記アからエまでの各【記述】を判例の立場に従って検討した場合，正し 

いものの個数を後記１から５までの中から選びなさい。 

【事 例】 

甲及び乙は，宝石商の丙から宝石を奪うことを計画した。その計画は，甲が，宝石取引のあっ 

せんにかこつけてホテルの一室に丙を呼び出し，別室の顧客に見せる必要があるとうそを言って 

丙から宝石を受領し，甲の退室後に，乙が同室に入って丙を殺害するという内容であった。 

甲は，計画に従って，ホテルの一室で丙から宝石を受領して退室し，それと入れ替わりに同室 

に立ち入った乙が丙の腹部を包丁で刺し，丙に重傷を負わせたが，殺害には至らなかった。 

【記 述】 

ア．甲が丙から宝石を受領した行為について詐欺罪が成立すると考えた場合，甲及び乙に，事後 

強盗による強盗殺人未遂罪が成立することはない。 

イ．甲が丙から宝石を受領した行為について詐欺罪が成立すると考えた場合，同一の被害を二重 

に評価することはできないため，甲及び乙が，丙から宝石の代金相当額の支払を免れる意図を 

持っていたとしても，甲及び乙に，殺人未遂罪が成立するにとどまり，いわゆる二項強盗によ 

る強盗殺人未遂罪が成立することはない。 

ウ．甲及び乙が，丙から宝石の代金相当額の支払を免れる意図を持っていたとしても，丙がこれ 

を免除又は猶予する旨の財産的処分行為をしていないため，甲及び乙に，いわゆる二項強盗に 

よる強盗殺人未遂罪が成立することはない。 

エ．乙が丙の腹部を包丁で刺した行為が，丙から宝石の占有を奪取する手段とならないと考えた 

場合，甲及び乙に，いわゆる一項強盗による強盗殺人未遂罪が成立することはない。 

  

１．０個  ２．１個  ３．２個  ４．３個  ５．４個 

KH2420 A 

口頭弁論の当事者の欠席の効果のまとめ（擬制＝みなす） 



 
 
 
 

R01-02 強盗殺人未遂罪 
次の【事例】に関する後記アからエまでの各【記述】を判例の立場に従って検討した場合，正し 

いものの個数を後記１から５までの中から選びなさい。 

【事 例】 

甲及び乙は，宝石商の丙から宝石を奪うことを計画した。その計画は，甲が，宝石取引のあっ 

せんにかこつけてホテルの一室に丙を呼び出し，別室の顧客に見せる必要があるとうそを言って 

丙から宝石を受領し，甲の退室後に，乙が同室に入って丙を殺害するという内容であった。 

甲は，計画に従って，ホテルの一室で丙から宝石を受領して退室し，それと入れ替わりに同室 

に立ち入った乙が丙の腹部を包丁で刺し，丙に重傷を負わせたが，殺害には至らなかった。 

【記 述】 

ア．甲が丙から宝石を受領した行為について詐欺罪が成立すると考えた場合，甲及び乙に，事後 

強盗による強盗殺人未遂罪が成立することはない。 

イ．甲が丙から宝石を受領した行為について詐欺罪が成立すると考えた場合，同一の被害を二重 

に評価することはできないため，甲及び乙が，丙から宝石の代金相当額の支払を免れる意図を 

持っていたとしても，甲及び乙に，殺人未遂罪が成立するにとどまり，いわゆる二項強盗によ 

る強盗殺人未遂罪が成立することはない。 

ウ．甲及び乙が，丙から宝石の代金相当額の支払を免れる意図を持っていたとしても，丙がこれ 

を免除又は猶予する旨の財産的処分行為をしていないため，甲及び乙に，いわゆる二項強盗に 

よる強盗殺人未遂罪が成立することはない。 

エ．乙が丙の腹部を包丁で刺した行為が，丙から宝石の占有を奪取する手段とならないと考えた 

場合，甲及び乙に，いわゆる一項強盗による強盗殺人未遂罪が成立することはない。 

  

１．０個  ２．１個  ３．２個  ４．３個  ５．４個 

KH2420 A 

https://youtu.be/vuioUMcxE8Q

